
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

に
つ
い
て

　

平
成
30
年
度
は
10
月
25
日
（
木
）
に
実

施
さ
れ
ま
す
。
出
願
期
間
は
8
月
20
日

（
月
）
か
ら
9
月
7
日
（
金
）
ま
で
で
す
。

詳
し
く
は
次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
く

だ
さ
い
。

○
県
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ホ
ー
ム
▼ 

教
育
・
文
化
・
交
流
▼ 

学
校

教
育
▼ 

入
試
▼ 

卒
業
程
度
認
定
試
験
▼  

中
学
校

卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受
け
た
い
と
き
は
？

○
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ト
ッ
プ
▼ 

教
育
▼ 

小
学
校
、
中
学
校
、
高

等
学
校
▼ 

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

平
成
31
年
度
鹿
児
島
障
害
者

職
業
能
力
開
発
校　

入
校
生

募
集

　

障
害
の
あ
る
方
を
対
象
に
、
入
校
生
を

募
集
し
ま
す
。

訓
練
期
間　

平
成
31
年
4
月
か
ら
1
年
間

【
訓
練
科
】

情
報
電
子
科
、商
業
デ
ザ
イ
ン
科（
仮
称
）、

建
築
設
計
科
、
義
肢
福
祉
用
具
科
、
Ｏ
Ａ

事
務
科
、
ア
パ
レ
ル
科
、
造
形
実
務
科

【
募
集
期
間
】

Ａ
日
程　

平
成
30
年
8
月
1
日
（
水
）
〜

平
成
30
年
9
月
6
日
（
木
）

Ｂ
日
程　

平
成
30
年
10
月
9
日
（
火
）
〜

平
成
30
年
11
月
1
日
（
木
）

Ｃ
日
程　

平
成
30
年
12
月
3
日
（
月
）
〜

平
成
30
年
12
月
26
日
（
水
）

Ｄ
日
程　

平
成
31
年
2
月
1
日
（
金
）
〜

平
成
31
年
2
月
21
日
（
木
）

　

授
業
料
、
入
校
料
は
無
料
で
す
。

　

通
校
困
難
な
方
の
た
め
に
寮
を
併
設
し

て
い
ま
す
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
あ
っ
せ
ん
を
受
け
ら

れ
た
方
は
、
雇
用
保
険
の
延
長
、
訓
練
手

当
・
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
の
支
給
を
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
鹿
児
島
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校　

電
話
０
９
９
６
（
４
４
）

２
２
０
６
ま
た
は
、
お
近
く
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間

　

学
校
に
お
け
る
い
じ
め
や
家
庭
内
に
お

け
る
虐
待
等
の
事
案
は
、
依
然
と
し
て
数

多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
の

解
決
を
図
る
た
め
の
人
権
相
談
活
動
を
強

化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
下
記
の
と

お
り
専
用
相
談
電
話
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す
。

相
談
内
容
は
、
い
じ
め
、
体
罰
、
虐
待
な

ど
内
容
は
問
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
相
談
に
は
法
務
局
職
員
又
は
人

権
擁
護
委
員
が
応
じ
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ

ま
す
。

【
実
施
機
関
】

鹿
児
島
地
方
法
務
局

鹿
児
島
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

【
実
施
日
時
等
】

⑴ 
期
間

平
成
30
年
８
月
29
日
（
水
）
か
ら
９
月
４

日
（
火
）
ま
で

⑵ 

時
間

平
日　

８
時
30
分
か
ら
19
時
ま
で

土
曜
日
・
日
曜
日　

10
時
か
ら
17
時
ま
で

【
電
話
番
号
】

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

☎
：
０
１
２
０
（
０
０
７
）
１
１
０
（
全

国
共
通
・
無
料
）

※
一
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま

せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

鹿
児
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
：
０
９
９
（
２
５
９
）
０
６
８
４

人
権
同
和
月
間

　

私
た
ち
の
社
会
に
は
、
同
和
問
題
を
は

じ
め
、
女
性
・
子
供
・
高
齢
者
等
へ
の
差

別
、
ネ
ッ
ト
上
で
の
悪
質
な
書
き
込
み
な

ど
様
々
な
人
権
問
題
が
、
存
在
し
て
い
ま

す
。
最
近
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
の
性
的

少
数
者
へ
の
偏
見
や
差
別
も
顕
在
化
し
て

き
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
人
権
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
は
、
県
民
一
人
ひ
と
り
が
お
互
い
の
人

権
を
尊
重
し
、
偏
見
や
差
別
の
な
い
社
会

の
実
現
に
向
け
て
意
識
を
高
め
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
皆
様
も
身
近
な
こ
と
か

ら
人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
庁
人
権
同
和
対
策
課

☎
：
０
９
９
（
２
８
６
）
２
５
７
４
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